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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３１年 ３月１２日開催分）

  
平成３１年 ３月２９日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３１年 ３月１２日（火） 午前９時００分～９時１５分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、児野専務理事・技師長、 
松原理事、荒木理事、黄木理事、菅理事、中田理事、鈴木理事、 
松坂理事、今井特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 
 
１ 審議事項 
（１）「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部変更等について 

（２）「関連団体運営基準」の一部改正について 

（３）職務権限事項の改正について 
 
２ 報告事項 
（１）放送センター建替業務監査結果報告 
 
議事経過 
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１ 審議事項 
（１）「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部変更等について 
（情報公開センター） 

ＥＵの個人情報保護法にあたるＧＤＰＲ（一般データ保護規則）の施

行、および日本とＥＵ間における相互の円滑な個人データ移転を図る枠

組みである十分性認定の発行に伴い、「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部

を変更し、ほかのＮＨＫの個人情報保護に係る規程を「ＮＨＫ個人情報

保護規程」として統合することについて、審議をお願いします。 

主な変更点は次のとおりです。 

第１点は、２０１８年５月２５日に施行されたＧＤＰＲ、およびこれ

を受けて行政機関である個人情報保護委員会が２０１９年１月２３日に

発効した「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ域内から十分性認定

により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」に対応

するため、文言の変更や条項の追加を行います。 

第２点は、個人情報保護に係る３つの規程である、「ＮＨＫ個人情報保

護規程」、「第三者提供等に係る記録の作成等に関する規程」、および「匿

名加工情報取扱規程」を改めて「ＮＨＫ個人情報保護規程」として統合

し、ＧＤＰＲ対応の詳細については、別途下位規程で定めることとしま

す。 

 本件が決定されれば、２０１９年３月１２日付で実施します。 

 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（２）「関連団体運営基準」の一部改正について 

（関連事業局） 

株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー（以下、「ＭＴ」）と株式会社Ｎ

ＨＫアイテック（以下、「アイテック」）の合併に伴う「関連団体運営基

準」の一部改正について、審議をお願いします。 
両社は、２０１９年４月１日に合併し、株式会社ＮＨＫテクノロジー

ズ（以下、「ＮＴ」）としてスタートします。 
この合併に伴い、「関連団体運営基準」の「関連団体系統図」からＭＴ

とアイテックを削除し、ＮＴを追加します。また、「各関連団体の主な事

業内容」に、ＮＴの定款に記載された事業内容を要約して記載します。 
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本件が決定されれば、２０１９年４月１日付けで施行します。 
 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）職務権限事項の改正について 
（経営企画局） 

職務権限事項の改正について、審議をお願いします。 

２０１９年４月１日付で行われる株式会社ＮＨＫメディアテクノロジ

ーと株式会社ＮＨＫアイテックの合併により、ＮＨＫの職務権限事項の

「子会社・関連公益法人等」から両社を削除し、新会社となる株式会社

ＮＨＫテクノロジーズを追加するとともに、その所管部局を技術局、放

送技術局、情報システム局とします。また、株式会社ＮＨＫアートの所

管部局に制作局を追加します。 
 本件が決定されれば、２０１９年４月１日付で実施します。 

 

（黄木理事）  ＮＨＫアートは制作現場と密接な関係にあるため、今

回、働き方改革への対応として所管部局に制作局を加え

ました。制作局は業務の性格上、複数の関連団体を所管

していただくことになりますが、よろしくお願いします。 

（菅理事）   業務上、一番密接な関係にあるデザインセンターが主

たる所管部局であることは変わりませんが、制作局もし

っかりと支援していきます。 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定し

ます。 
 

２ 報告事項 
（１）放送センター建替業務監査結果報告 

（内部監査室） 

放送センター建替業務の監査結果について、報告します。 
２０１７年１２月１６日から２０１８年１２月７日に行われた放送セ

ンター建替業務について、監査方針に基づき、２０１８年１２月３日か

ら１２月７日に監査を実施しました。監査対象は、放送センター建替本

部（以下、「建替本部」）および経理局、技術局です。主な監査項目は、
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第Ⅰ期設計施工業者の決定、基本設計の実施状況、透明性の確保、情報

管理などです。 
監査の結果、いずれの項目についても適正に建替業務が執り行われて

おり、総合評価（※）は「Ｓ」、管理レベルは「適正」であることを確

認しました。 
主な所見についてです。 

第Ⅰ期設計施工業者の決定については、２０１７年６月２７日に、募

集要綱をもとに放送センター建替工事（第Ⅰ期）の設計施工業者募集の

入札公告を行い、４グループから入札への参加申請を受け付け、１２月

に技術提案書を受領していました。しかし、４グループのうち、３グル

ープの代表者が中央新幹線の工事で独占禁止法に違反し、２０１８年３

月３０日にＮＨＫは指名停止としたため、結果的に３つのグループが失

格となり、入札者が１グループとなりました。入札の参加者は非公表で、

指名停止の通知も個別に実施し、対外公表していないことから、入札日

までの競争性が保たれたとしていました。 

技術審査については、募集要綱で示した必須事項を満たしているかを

評価する基礎点審査、必須事項以外を評価する加算点審査に分け、基礎

点審査は建替本部、経理局、技術局開発センター建築施設部（以下、建

築施設部）の職員からなる技術審査委員会事務局が、加算点審査は外部

専門家で構成する技術審査委員会がそれぞれ実施していました。 

経理局は、総合評価落札方式の実施要領および経理規程実施細則にの

っとり、技術面と金額面の両面から評価を行い、落札予定者を決定して

いました。２０１８年４月１０日の理事会において、落札者の決定、お

よび契約締結に関する経営委員会への提案内容の決定が行われ、同日の

経営委員会で契約締結が議決されました。同日、経理局は落札者に結果

を伝えました。 

基本設計の実施状況については、建替本部、建築施設部、設計施工業

者で構成する設計会議で、ＮＨＫから設計施工業者へ設計意図を伝達し、

設計施工業者から基本設計検討状況の報告や説明が行われました。各部

局で検討すべき課題は、建替本部が整理して適切なタイミングで各部局

が参加するプロジェクトやワーキンググループを通じて伝え、進めてい

るとしていました。 

透明性の確保については、設計施工業者の決定に関して、入札の経緯、
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総合評価の結果を含めて、報道発表やホームページへの掲載により公表

していました。 

情報管理については、建替本部、経理局、建築施設部とも情報管理を

重要な課題とし、日常的な注意喚起を行っていました。メールの誤送信

などの他部局での不祥事を受けた対応では、再発防止に向けた緊急対策

指示などの周知徹底を行っていました。 

 
※総合評価は、Ｓ、Ａ～Ｅの６段階で実施 
 

 

 

以上で付議事項を終了した。 
 
 
上記のとおり確認した。 
 
 

平成３１年 ３月２６日 
 

会 長  上 田 良 一  


